
別 表 ２     政令別表第１に掲げる防火対象物の取扱いについて 

特定用途部分の床面積の合計が当該防火対象物の

床面積の１０％以下で、かつ、３００㎡未満か 

１６項イ 

４項 
（３０㎡） 

３項ロ 
（３０㎡） 

５項ロ 
（４３０㎡） 

（例）全体（４９０㎡） 

２項ニ、５項イ若しくは６項

イ（１）から（３）まで若し

くはロに掲げる防火対象物

又は６項ハに掲げる防火対

象物（利用者を入居させ、又

は宿泊させるものに限る）の

用途に供される部分が存す

るか 

ＮＯ ＹＥＳ 

５項イ 
（１５㎡） 

５項ロ 
（４６０㎡） 

（例）全体（４９０㎡） 

４項 
（３０㎡） 

１５項 
（３０㎡） 

５項ロ 
（４３０㎡） 

（例）全体（４９０㎡） 

１６項イ １６項ロ 

※特定用途部分の床面積の合計は１０％以下、かつ、

３００㎡未満であるが、２項ニ、５項イ若しくは６

項イ（１）から（３）まで若しくはロに掲げる防火

対象物又は６項ハに掲げる防火対象物（利用者を入

居させ、又は宿泊させるものに限る）の部分はみな

し従属の規定から除外されるため、４項部分のみ、

みなし従属の規定が適用となる。 

※主たる用途（５項ロ）が９０％以上な

いが、特定用途部分の床面積が１０％以

下、かつ、３００㎡未満となることから、

非特定用途（５項ロ及び１５項）の大な

る方に従属し、１６項ロとなる。 

５項イ 
（１５㎡） 

５項ロ 
（４７５㎡） 

（例）全体（４９０㎡） 

ＹＥＳ ＮＯ 

１５項 
（３０㎡） 

５項ロ 
（４６０㎡） 

（例）全体（４９０㎡） 

４項 
（１５㎡） 

（小規模特定用途複合防火対象物） 


